
 

 

神奈川県立病院機構における医師の働き方改革について 

 

１ 趣旨・目的 

  少子高齢化に伴って、今後ますます医療の需要が高まることが見込まれ、現状のま

までは長時間労働による医師の健康への影響が懸念されます。 

また、安全で安心な医療を持続的に提供する点からも、医師一人ひとりが安定した

環境のもとで心身の健康を維持しながら、生き生きと医療に従事できる環境を実現す

ることが重要です。 

こうしたことから、県立病院機構では医師の働き方改革を推進するため、「“自分の

時間”を作ること」、「“自分の業務”を職場で共有すること」、「“職場の業務”のやり

方を見直すこと」の「３つの柱」に基づき各年度において取り組んできました。 

 

 

２ これまでの取組み 

 (1) 令和元年度～令和３年度 

  ① 医師の働き方改革検討会議の設置（令和元年度） 

  ・ 医師の働き方改革に関する課題に関し、各病院と協働したうえで対応の検討を

進めていくため、本部と各病院の病院長・副院長等で構成する検討会を設置し、

国等の動向について情報を共有し、時間外労働の上限規制に向けた対応の準備

等を行いました。 

 

② 「職員の勤務時間等のガイドライン」の策定（令和２年度） 

 ・ 職員の長時間労働を防止し、健康的に安心して働けるよう、勤務時間等の適正

把握・管理ついて記載したガイドラインを策定しました。 

 

③ 勤怠管理システムの導入（令和３年度） 

・ 全職員を対象として、勤怠管理システムを導入し、職員一人ひとりが労働時間

を意識し、自ら管理できるように取組み始めました。 

 

 

 



 (2) 令和４年度 

  ① 医師の働き方改革プロジェクトチームの設置 

   ・ 医師の働き方改革に関する取り組みを加速させるため、医師の働き方改革検討

会の下に、本部事務局職員で構成する「医師の働き方改革プロジェクトチーム」

を設置し、医師へのヒアリング、宿日直・兼業の実態、定時外の在院時間の状況

等の実態調査を行いました。 

 

② 時間外労働時間の上限時間の方針決定 

・ 医師の働き方改革プロジェクトチームの行った実態調査を踏まえ、県立病院機

構は当機構の医師の時間外労働時間について、「原則 600 時間以内、上限 960時

間」とする方針を決定しました。 

 

③ 労働時間該当性の整理 

・ 診療業務の特殊性等により、医師は多くの場合、時間外に行う行為が労働時間

に該当するかについて事前にセクション長（診療部長等）から承認を得ることは

困難であることから、セクション長はもとより、すべての医師が同じ基準に基づ

き労働時間に該当するかの判断できるよう、「労働時間該当性」で基準を明確に

しました。 

 

 



 

④ 医師の意識の醸成に向けた取組み 

・ 働き方改革を推進するためにはセクション長の意識を変えることが必要となる

ことから、セクション長の役割等について説明を行いました。 

 ・ 医師向けの勤怠管理システム操作ガイドを作成し、勤怠管理システム活用に向

けた準備を進めるとともに、労働時間に係る考え方等について周知しました。 

 

(3) 令和５年度 

① 労働時間の適切な把握に向けた勤怠管理システムの活用 

・ 自分自身の労働時間を可視化するだけでなく、セクション長が部下の労働時間

をタイムリーに把握し、業務の調整を行うため、勤怠管理システムへの時間外勤

務等の入力について試行を始めました。 

 

② 医師の負担軽減・労働時間縮減に向けた取組みの実施 

ア タスクシフト/タスクシェアの推進 

・ 医師事務作業補助者の配置の拡充や特定行為看護師の育成により、医師に集中

していた業務の分散に向けて取り組みました。 

 

イ 職員間の情報共有の推進 

・ 全職員間の共通のコミュニケーションツールとして、新たに「Microsoft365」

を導入することにより、これまで時間を要していた情報共有・情報伝達に係る時

間を短縮し、業務の効率化を進めました。 

 

ウ 宿直翌日の負担軽減策の導入 

・ 安全・安心な医療を提供するため、宿直時間中に通常と同態様の勤務が一定程

度生じた際は翌日午後の勤務を免除できる制度を導入しました。 

  

エ 会議・カンファレンス等の見直し 

・ 会議やカンファレンスは、勤務時間内に効率的に実施するよう推進しました。 

 

 ③ その他 

  ・ 医師の労働時間に大きく影響を及ぼす兼業や宿日直における勤務体制について

も働き方改革の方針に沿って見直しを行っています。 

 

３ 今後の課題 

今後は医師の負担軽減や労働時間縮減に向けて、医療 DX 推進等についても検討を進

め、より質の高い医療を提供することを目指します。 

また、医師の働きがい向上を図るため、人事評価・給与制度の見直しを検討します。 

 

以上 


